提　案　理　由

　委員長報告について、委員長の事故の有無にかかわらず様々な状況に対応できるようにするため、委員長の職務代理者である副委員長が委任を受けて当該報告を行えるよう所要の改正を行うものである。
　また、標準都道府県議会会議規則の改正を踏まえ、議場に設置する傍聴席の位置付けについて、会議規則と傍聴規則との整合性を図るため、所要の改正を行うものである。

